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諮問庁：秋田県公安委員会

諮問日：平成２４年６月２０日（諮問第１０１号）

答申日：平成２５年１月 ８日（答申第６３号）

事件名：店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書及び変更届出書の不存在によ

る非公開決定処分に対する審査請求に関する件

答 申

第１ 審査会の結論

秋田県警察本部長（以下「実施機関」という。）が、「ａ店舗」に係る風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号。以下「法」という。）第２７条第１項に規定する店舗型性風俗特殊営業

の営業開始届出書及び法第２７条第２項に規定する変更届出書（以下「本件

対象文書」という。）について、これを保有していないとして非公開とした

決定は妥当である。

第２ 審査請求に至る経緯

１ 公開請求の内容

審査請求人は、平成２４年４月２３日、秋田県情報公開条例（昭和６２年

秋田県条例第３号。以下「条例」という。）第９条第１項の規定に基づき、

実施機関に対し次の行政文書について公開請求を行った。

照会対象 名称 ａ店舗 Ａ社

所在地 ●●●●●●●●●●●●

上記照会対象の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２７

条１項に規定する風俗関連営業開始届出書、第２７条２項に規定する変更

届出書
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２ 実施機関の決定

実施機関は、平成２４年５月２日、条例第１０条第１項の規定に基づき、

不存在による行政文書非公開決定処分（以下「本件処分」という。）を行

い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

審査請求人は、平成２４年５月１５日、行政不服審査法（昭和３７年法

律第１６０号）第５条の規定に基づき、本件処分を不服として諮問庁に対

し審査請求を行った。

第３ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

審査請求の趣旨は、本件対象文書に関して実施機関が行った本件処分に

ついて、その処分を取消し、本件対象文書を公開することを求めるという

ものである。

２ 審査請求の理由

審査請求の理由は、審査請求人から提出された審査請求書、意見書及び

意見陳述によると、概ね次のとおりである。

(1) 営業開始届出書の届出事実について

本件対象文書を保有していないことを理由として非公開となったが、照

会対象のＡ社 ａ店舗の風俗関連営業の営業開始届出書は、昭和６０年２

月４日に公安委員会宛てに提出し、昭和６０年３月８日に●●●●●警察

署（現●●●●警察署）が受理している（受理番号６０－１－１３）。届
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出書を提出した事実があるにもかかわらず、保有していない理由を知りた

い。

(2) 既得権営業について

法第２８条第３項の条例施行、適用の際、現に法第２７条第１項の営業

開始届出書を提出して、既得権に基づき営業している者が、既得権を喪失

した場合には、どのような規定が適用されるのかといった点については、

法を含め法令の何処を見ても書かれていない。

また、既得権喪失要件を定めた警察庁策定の解釈運用基準は、通達にす

ぎず、法律留保の原則に照らせば、既得権を喪失させる法令上の根拠にな

らない。

(3) 既得権喪失について

大規模修繕により同一性が失われ、既得権が喪失したと法的に判断する

権限は法を含め何処を見ても、書かれていないので判断できる者はいない。

(4) 台帳等の保存について

本件対象文書が編綴されている台帳及び添付書類（以下「台帳等」とい

う。）の保存については、風俗営業等の取扱いに関する訓令（平成１４年

秋田県警察本部訓令第１３号。以下「風俗営業等取扱訓令」という。）第

１２条第２項によれば、「法第２７条第２項（中略）の規定による廃止の

届出書を受理したときは削除し」と定めているが、既得権が喪失したとき

に削除する旨の規定はない。警察本部長の訓令を無視し、既得権喪失と判

断し廃棄したとは考えられないし、「ａ店舗」は廃止の届出書も提出して

いない。既得権がなくなって廃棄できる旨の規定がどこかにあり、訓令な

り通達に基づいて行われたのであれば、そこを明らかにしてほしい。

なお、法第２７条第１項の営業開始届出書の有無は罰則を伴う行政手続

きであり、秋田県警察文書管理規程（平成１２年秋田県警察本部訓令第２８

号。以下「文書管理規程」という。）によれば、店舗型性風俗営業台帳の
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保存期間は永年である。その大切なものを既得権がなくなったからという、

根拠のない理由で廃棄したというのは、行政手続上あってはならない。

(5) 営業を継続するための案内文の送付について

Ｂ社に係る事件があり、その調書の中で届出書に関する記載がある。風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が

平成１７年１１月７日に公布され、平成１８年５月１日から施行されるの

に伴い、既に届出して営業している性風俗営業者は、平成１８年５月１日

から７月末の３か月以内に営業所の所在地を管轄する公安委員会に営業の

方法を記載した書面を提出しなければならないことが義務づけられた。一

方、平成１６年当時、Ｂ社は「ｂ店舗」を既得権により営業していたが、

店舗の大規模修繕により既得権が喪失したため、●●●●警察署では、同

社に対して、営業はできないこと、廃止届出書を提出することを指導して

いた。しかし、同法の改正当時、未だ廃止届出書が提出されていなかった

ことから、営業継続手続きの案内文をＢ社を含む性風俗関連特殊営業の届

出書が存在するすべての業者に対し、送付した。この事実から、既得権は

喪失していたが、届出書は存在したため、案内文を警察署で送付したと考

えられる。

第４ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁は、本件対象文書について不存在による非公開決定を行った理由を

次のように説明している。

(1) 既得権営業について

店舗型性風俗特殊営業の場合、法第２８条第３項により、都道府県条例

の禁止規定の施行又は適用の際に現に営業していた対象店舗については、

届出書の提出により既得権営業ができる旨規定されている。



- 5 -

一方、警察庁が示した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律等の解釈運用基準」（平成１４年１月２２日付け警察庁生活安全局長

通達）によれば、営業所の新築、増築等をし、既得権が喪失した時点で、

法第２８条第３項の適用がなくなるとしている。

(2) 店舗型性風俗特殊営業の規制について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和５９年

秋田県条例第４２号）第１１条第１号の規定により、店舗型性風俗特殊営

業のうち、「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客

に接触する役務を提供する営業」は、県内全域で禁止されている。

(3) 既得権喪失について

「ａ店舗」は、昭和６０年２月４日、営業開始届出書の提出により既得

権営業の対象店舗となった。

その後、平成７年７月、店舗名を「ｂ店舗」に変更したが、平成１６年

６月、大規模修繕によりその同一性が失われ、既得権が喪失している。

(4) 台帳等の保存について

既得権喪失の場合は、営業者の意思にかかわらず、営業する権利がなく

なるという意味で、廃止届出も必要のない事項となっている。

そのため、台帳等の保存については、既得権喪失によって風俗営業等台

帳削除関係綴りに移動し、保存期限３年経過後に廃棄処分されている。台

帳等の保存は、文書管理規程に基づき作成した文書等分類基準表で、「永

年・廃止時に移動」とされている。これは現に営業中の場合は、永年とし

て取り扱うが、廃止等によって削除簿に移動されるということを示してい

る。

なお、警察庁保安課に既得権喪失後の台帳等の取扱いについて照会した

ところ、既得権喪失後の手続きは、法に規定はされていないが、既得権喪

失によって法に定める権利は消滅し営業ができなくなるため、営業所を把
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握する必要もなくなり、廃止届出の有無にかかわらず、台帳等の保存の必

要もなくなると解される旨の回答があった。

以上の理由から、不存在による行政文書の非公開決定を行った。

(5) 営業を継続するための案内文の送付について

平成１８年当時、法改正に伴って、営業を継続するためのお知らせとい

う文書を誤って送付してしまったのは事実である。おそらく●●●●警察

署では、索引を見ながら案内文を送付してしまったものと思われる。その

索引は、書き換えで更新されているため、古い記載についても斜線を引い

た状態で残っている。その斜線を引いている宛先を見て、送付してしまっ

たのではないかと推測する。

(6) 廃棄の経緯について

簿冊を廃棄する場合は、廃棄処分書を作成するが、この廃棄処分書も保

存期間が１年であるため現在は保存されていない。そのため、いつ削除綴

りに移動され、廃棄されたかについては不明である。

第５ 調査審議の経過

(1) 平成２４年 ６月２０日 諮問の受付

(2) 同 年 ７月 ５日 諮問庁から非公開理由説明書を収受

(3) 同 年 ７月１２日 審査請求人から意見書を収受

(4) 同 年 ９月１０日 審議

(5) 同 年１０月 ４日 審査請求人及び諮問庁が意見陳述

(6) 同 年１０月２４日 審議

(7) 同 年１１月２２日 審議

(8) 同 年１２月２０日 審議
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第６ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書について

本件対象文書は、法第２７条第１項に規定する店舗型性風俗特殊営業の

営業開始届出書及び法第２７条第２項に規定する変更届出書であり、実施

機関はこれらの行政文書を保有していないとして非公開としている。

２ 本件対象文書の不存在について

審査請求人は、風俗営業等取扱訓令第１２条第２項によれば、「法第２

７条第２項（中略）の規定による廃止の届出書を受理したときは削除し」

という規定はあるが、既得権が喪失した場合、届出書を削除綴りに移動し

３年間の保存期限が過ぎれば廃棄する、という規定はない旨主張する。

これに対して諮問庁は、明確な規定はないものの、既得権喪失の場合は、

廃止届出の有無にかかわらず、台帳等は廃棄することができるという認識

に基づき、これを廃棄した旨主張する。そして、この対応は警察庁の見解

にも沿うものであると併せて主張している。

既得権が喪失した場合の台帳等の保存については、明確な規定はないな

かで、実施機関が上記認識に基づき、台帳等を廃棄し、本件対象文書は保

有していないとする諮問庁の説明に不自然な点は認められない。

以上のことから、実施機関において本件対象文書を保有しているとは認

められず、本件処分を行ったことは妥当であると判断する。

３ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人の主張する既得権を喪失させることの適法性等については、

当審査会は意見を述べる立場にはなく、また審査請求人はその他種々主張

するが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。
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４ 理由付記について

審査請求人は、理由付記について何ら異議も意見も述べていないが、本

件処分に係る通知書には、公開しない理由として「公開請求に係る行政文

書を保有していないため。」と記載されているだけで、本件対象文書を保

有していないことの原因や経緯についての記載は見られない。

公開請求者に処分理由を了知させるという理由付記の趣旨からすると、

本件処分に係る理由付記は必ずしも十分であるとは認められず、行政文書

不存在の原因や経緯についても付記することが相当であったと考える。

第７ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

阿 部 千鶴子 司法書士

池 村 好 道 秋田大学副学長

会 長 柴 田 一 宏 弁護士

田 仲 和 子 消費生活実践グループin秋田「こまちの会」

副代表

会長代理 三 浦 清 弁護士


